
公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程 
（平成２２年４月１日制定 法人第４１０２号） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学教職員就業規則第４０条の規定に基づき、教

職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（始業及び終業の時刻） 

第２条 教職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。 

(１) 始業時刻 午前８時３０分 

(２) 終業時刻 午後５時１５分 

(３) 休憩時間 午後０時から午後１時まで 

２ 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、

前項の規定にかかわらず、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を別に定めることができる。 

３ 理事長は、業務上必要がある場合には、教職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り

上げ、又は繰り下げることができる。 

（専門業務型裁量労働制） 

第２条の２ 業務の性質上必要と認められる教職員に、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第３８条の３第１項の規定に基づく専門業務型裁量労働制（以下「裁量労働制」という。）

を適用することができる。 

２ 裁量労働制の適用を受ける教職員が、次条第２項、第３項又は第４条の規定により勤務時

間が割り振られた日に勤務をした場合には、前条の規定にかかわらず、労使協定に定めた勤

務時間勤務したものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、裁量労働制の適用を受ける教職員の範囲その他必要な事項につ

いては、労使協定の定めるところによる。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とす

る。 

２ 理事長は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の勤務時間

を割り振るものとする。 

３ 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、

前２項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

（週休日の振替等） 

第４条 理事長は、教職員に前条第１項の規定により週休日とされた日において特に勤務する

ことを命ずる必要がある場合には、前条第２項の規定により勤務時間が割り振られた日（以

下この条において「勤務日」という。）のうち理事長が定める期間内にある勤務日を週休日

に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日

に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振る

ことをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る

ことができる。 

（休憩時間） 

第５条 理事長は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては、４５分の休憩時間を所

定の勤務時間の途中に置かなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定にかかわらず、１日の勤務時間が６時間を超え７時間４５分以下の

場合において、教職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、

理事長が定めるところにより、同項の休憩時間を４５分以上１時間未満とすることができる。 

３ 休憩時間は、第２条から第４条までに規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）

に含まれず、これに対しては、給与を支給しない。 

４ 勤務条件の特殊性により第１項により難いときは、理事長は、休憩時間につき別に定める

ことができる。 

５ 第１項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合において、理事長が定めるところにより、



一斉に与えないことができる。 

（時間外勤務） 

第６条 理事長は、臨時又は緊急の業務を遂行する必要がある場合には、教職員に対し、正規

の勤務時間以外の時間における勤務を時間外勤務等命令簿（様式第１号）により命ずること

ができる。 

２ 前項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる場合において、別に定

める方法により命令があった場合には、時間外等命令簿による命令があったものとみなす。 

第７条及び第８条 削除  

（時間外勤務代休時間） 

第９条 理事長は、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程第２１条第３項の規定により時

間外勤務手当を支給すべき教職員に対して、理事長の定めるところにより、当該時間外勤務

手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」という。）

として、理事長が定める期間内にある勤務日等（第１１条第１項に規定する勤務日等をいい、

同項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定す

ることができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された教職員は、当該時間外勤務代休時間に

は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを

要しない。 

（休日） 

第１０条 休日は次のとおりとする。 

(１) 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日（以下「祝日法

による休日」という。） 

(２) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年

始の休日」という。） 

（休日の代休日） 

第１１条 理事長は、教職員に前条に規定する休日である第３条第２項、第３項又は第４条の

規定により勤務時間が割り振られた日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り

振られた勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務

することを命じた場合には、理事長の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わ

る日（次項において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等（第９条第１項の

規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。）を指定することがで

きる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された教職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤

務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の

勤務時間においても勤務することを要しない。 

（休暇の種類） 

第１２条 教職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇及び無給休暇とする。 

２ 年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。 

（年次有給休暇） 

第１３条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次

の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

(１) 次号に掲げる教職員以外の教職員 ２０日 

(２) 当該年の途中において新たに教職員となるもの その年の在職期間を考慮し２０日

超えない範囲内で理事長が定める日数 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、理事長が定める日数

を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 年次有給休暇は日、又は半日の単位で取得できるものとする。 

４ 前項の半日とは教職員の勤務時間において、休憩時間をはさんだいずれか一方の勤務時間

とする。 

５ 理事長は、年次有給休暇を教職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求



された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の

時季にこれを与えることができる。 

６ 教職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿（様

式第２号）により行わなければならない。ただし、教職員は、あらかじめその請求ができな

かった場合で、理事長がその理由をやむを得ないと認めたときには、事後においても請求す

ることができる。 

７ 前項の規定により年次有給休暇を請求する場合において、別に定める方法により請求する

ことにより、年次有給休暇請求簿による請求があったものとみなす。 

８ 第１項の年次有給休暇が１０日以上与えられた教職員に対しては、第５項の規定にかかわ

らず、付与日から１年以内に、当該教職員の有する年次有給休暇日数のうち５日について、

理事長が教職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得

させる。ただし、教職員が第５項又は次項の規定による年次有給休暇を取得した場合におい

ては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。 

９ 第５項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、教職員の有する年次

有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させること

がある。 

（年次有給休暇の時間単位での付与） 

第１３条の２ 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、

１年について５日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）

を与えることができる。 

(１) 時間単位年休付与の対象者は、本規程の適用を受ける教職員とする。 

(２) 時間単位年休を取得する場合の１日の年次有給休暇に相当する時間数は、１日の勤務

時間とする。ただし、１日の勤務時間に１時間に満たない時間数が定められている場合

には、これを１時間単位で切り上げた時間数とする。 

(３) 時間単位年休は１時間単位で付与する。 

(４) 本条で定める時間単位年休については、前条第８項で定められた年次有給休暇（教職

員が第５項の規定により取得したため控除することとなった年次有給休暇も含む）の対

象とはならない。 

(５) 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。 

（傷病休暇） 

第１４条 傷病休暇は、教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度必要と認めら

れる期間とする。 

（特別休暇） 

第１５条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故

その他の特別の事由により教職員が勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇とし、その種類及び期間は、別表に定めるところによる。 

（無給休暇） 

第１６条 無給休暇は、特別の事由により教職員が勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇とし、その種類及び期間は、理事長が別に定めるところによる。 

２ 無給休暇については、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程第４条の規定にかかわら

ず、承認された休暇の期間に係る給与（期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。）は、一

切支給しないものとする。ただし、当該承認された休暇の期間が１日の勤務時間の一部であ

る場合には、その勤務しない１時間につき、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程第２

４条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

（傷病休暇、特別休暇及び無給休暇の承認） 

第１７条 教職員は、傷病休暇、特別休暇（理事長が定めるものを除く。）を得ようとすると

きは、有給休暇願簿（第３号様式）により、あらかじめ願い出て承認を受けなければならな

い。ただし教職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかったときで理事長がやむを得

ないものと認めた場合には、事後においても有給休暇を願い出ることができる。 



２ 教職員は、無給休暇を得ようとするときは、理事長が別に定めるところにより、理事長の

承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により傷病休暇、特別休暇を得ようとする場合において、別に定める方法に

より請求することにより、有給休暇願簿による願い出があったものとみなす。 

（委任） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の規定により理事長が定めるものとされている事項については、これに関する定

めがなされるまでの間は、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和２８

年山梨県条例第５号）」（以下「条例」という。）、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する規則（昭和２８年山梨県人事委員会規則第４号）」及びその他の勤務等に関する

関係規則、その他山梨県の関係例規、通知等を準用する。 

３ この規程の施行の前日において、条例の適用を受けていた教職員が、引き続き法人の教職

員となった場合における施行日前の年次有給休暇の残日数、傷病休暇、特別休暇及び介護休

暇の取得日数は、施行日において、これを承継する。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年８月２７日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、令和５年１２月２６日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、令和６年７月１６日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第１５条関係） 特別休暇の基準 

特別休暇の種類 期間 

１ 公民権行使休暇 そのつど必要と認める期間 

２ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等と
しての官公署出頭休暇 

そのつど必要と認める期間 

３ 骨髄提供休暇 そのつど必要と認める期間 

４ ボランティア休暇 ５日以内 

５ 忌引 この表の附表に定める期間内において必
要と認める期間 

６ 父母の祭日休暇 １日 

７ 教職員の生理休暇 そのつど必要と認める期間。ただし、２日
を超えるときは、その超える期間について
は、第１４条の規定による。 

８ 婚姻休暇 ５日以内 

９ 不妊治療休暇 ６日（不妊治療に係る通院等が体外受精そ
の他の理事長が定める不妊治療に係るも
のである場合にあっては、１０日）以内 

10 妊娠中又は出産後の教職員の通院休
暇 

この表の附表の２に定める回数において
必要と認める時間 

11 教職員の分べん休暇 その分べん予定日前８週間（多胎妊娠の場
合にあっては、１４週間）に当たる日から
分べんの日後８週間目に当たる日までの
期間内 

12 教職員の育児休暇 生後満１年６月に達しない子を育てる場
合１日２回それぞれ６０分以内の期間 

13 子の看護等休暇 中学校就学の始期に達するまでの子又は
孫の看護等を行う場合５日（中学校就学の
始期に達するまでの子が２人以上の場合
にあっては、１０日）以内 

14 学校行事参加休暇 １８歳に達する日以後の最初の３月３１
日までの間にある子が在籍する学校等が
実施する行事に参加する場合２日（１８歳
に達する日以後の最初の３月３１日まで
の間にある子が３人以上の場合にあって
は、３日）以内 

15 配偶者出産休暇 ３日以内 

16 育児参加休暇 ５日以内 

17 短期の介護休暇 公立大学法人山梨県立大学教職員の育
児・介護休業等に関する規程第１７条第１
項に定める介護を要する親族の介護その
他理事長が定める世話を行う場合５日（要
介護者が２人以上の場合にあっては、１０
日）以内 

18 夏季休暇 ５日以内 

19 感染症まん延防止休暇 そのつど必要と認める期間 

20 非常災害による交通遮断休暇 そのつど必要と認める期間 

21 天災地変による住居滅失休暇 そのつど必要と認める期間 

22 交通機関の事故等による不可抗力休
暇 

そのつど必要と認める期間 

 

 

 



別表の附表 忌引日数表 

死亡した親族 日数 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。以下同じ。） 

７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 ３日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具
等の承継を受ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具
等の承継を受ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（教職員と生計を一にしていた場合
にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（教職員と生計を一にしていた場合
にあっては、５日) 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（教職員と生計を一にしていた場合
にあっては、３日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算すること
ができる。 

 

別表の附表の２ 通院回数表 

妊娠週数等 回数 

妊娠したと認められたときから妊娠満２３週まで 

妊娠満２４週から満３５週まで 

妊娠満３６週から分べんまで 

出産後１年まで 

４週間に１回 

２週間に１回 

１週間に１回 

１回 

備考 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。 

 

   



様式第１号（第６条関係） 

 

時間外勤務等命令簿 

令和  年  月分 

所属                       職    氏名        

日 
 

 
 

曜日 

時間外勤務等 

の予定時間 
用務の具体的内容 経由印 

時間外勤務等 

の命令時間 
命令印 

勤務区分 

 

    

予定時間計 命令時間計 

 
 

 

自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

通 

 

臨 

 

災 

 
 
 

 
 
 
 
 

自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

   自  時  分 

至  時  分 

休憩 ： ～ ： 

休憩 時間 分 

      

時間  分 時間  分 
 
注１： 時間外勤務等が長時間にわたる場合などに、途中で休憩を予定

する又は休憩を与える場合は、休憩時間及び休憩時間数を記載
し、予定時間計及び命令時間計には、休憩時間数を除いた時間数
を記載すること。 

注２： 算出の基礎額となる勤務時間は、勤務の区分ごとに合計を算出
のうえ、３０分以上は切り上げ、３０分未満は切り捨てた時間数
によるものであること。 

 

区分別 

時間外 

累計時間 

     

休日勤務 

累計時間 

 

 

 

 

 



様式第２号（第１３条関係） 

 

年次有給休暇請求簿  年分 

 

 

所  属 職 氏   名 
 
前年からの繰越日数（イ） 

 

   
規程で定める日数（ロ） 

 

本年に受けることができる

日数（イ）＋（ロ） 

 

 

決   定 受理年月日 届出年月日 
休暇を請求する

日、期間 

本人印又は代理

届け出 

     

     

     

     

     

     

 

注 暦年の計を行うこと。 

 

 



様式第３号（第１７条関係） 

 

有給休暇願簿  年分 

（所 属）     （職）   （氏 名） 

決裁 承認

月日 

願出

月日 

休暇の種類 休暇の具

体的内容 

休暇を受けよう

とする日、期間 

本人印又は代理

願出人職氏名印 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１７条関係） 

 

 削除 


